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資料２ 



○農林漁業者と食品産業等の商工業者の連携による新事業の展開を支援するため、「農商工等連携促進法」が成立 
（20年5月）。 

○同法の活用等により、農林水産省と経済産業省が協力して、農商工連携による新商品開発や販路の拡大等について
支援。 

○新たな市場を創出し、農林水産業・商工業の経営向上、地域の雇用・就業機会の拡大を実現。 

商工業者 

農林漁業者 
 
高付加価値の 
   新商品開発 

 

新サービスの提供 
 

連携 それぞれの経営資源 農林水産業・商工業の経営向上 

地域の雇用・就業機会の拡大 

 

 

  

  農商工等連携促進法による支援措置 
  （中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律） 

新たな市場の創出 

 事業化の段階に応じた多様な予算措置 

農商工連携の推進に向けた施策 

※農商工等連携事業計画 

Ｈ２０年９月以降これまでに５０１件認定（Ｈ２４年６月現在） 

農林漁業者と中小企業者が連携して行う 

 新商品や新サービスの開発・販路拡大等 

 の取組について支援 

  ・信用保証協会による保証枠の拡大 

  ・日本政策金融公庫による低利融資 

  ・設備投資減税                等 

・マッチング（交流会）や研修会開催 

・新商品開発、販路拡大（商談会の開催等） 
・食品加工・販売施設、農林漁業機械施設等の整備 

・産学官連携による実用技術の開発      等 
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  主務大臣（農林水産大臣、経済産業大臣等）が、 

                       農商工等連携事業・支援事業の認定基準等を策定 

 中小企業者（商工業者に限る）と農林漁業者が共同で

新商品の開発等に取り組む事業計画を作成 

  

 

 

 

 一定の要件を満たす公益法人又はＮＰＯが、連携事業に取

り組む事業者等に対する指導・助言等の支援を行う計画を

作成  

農商工等連携支援事業計画 

目的：中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供、

中小企業者又は農林漁業者に対する農商工等

連携事業に関する指導、助言など有機的連携

の支援 

認 定 基 準 

申請 認定 申請 認定 

基本方針 

①中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携して実施 

   する事業であること 

③連携事業により新たな商品、サービスの開発、生産、  

    需要の開拓等を行うこと 

④中小企業者及び農林漁業者の経営を向上させるも 

   のであること    等 

②両者の経営資源（技術、知識、ビジネスノウハウ等） 
   を有効に活用するものであること 

認 定 基 準 

①中小企業者、農林漁業者をはじめ、商工会議所、農業協  

   同組合等の関係機関とのネットワークを有していること 

②中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事 

  業であること   等 

農商工等連携事業計画 

目的：中小企業者の経営の向上及び農林漁業者
の経営の改善 

○ 農商工等連携促進法の概要 
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 現 行  

＜貸付率＞ 
 貸付対象額の１／２以内  

＜貸付率の拡大＞ 
 貸付対象額の２／３以内 

 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例  

本法における特例 

 中小企業信用保険法の特例  

 現 行  本法における特例 

＜保証限度額＞          （１業者あたり） 
 

・普通保険 
 ２億円以内（組合は４億円以内） 
・無担保保険 
 ８,０００万円以内 
・特別小口保険 
 １,２５０万円以内 
・流動資産担保保険 
 ２億円以内（組合は４億円以内） 
＜填補率（年額）＞ 

・普通保険・・・・・・・・・・７０％ 

・その他の保険・・・・・・８０％ 

＜保険料率（年額）＞ 

・１００分の３以内において政令で 
 定めるもの 

＜保証限度額の拡大＞（１業者あたり）  
（左記現行額に加え、特別枠を創設） 

・普通保険 
 ４億円以内（組合は８億円以内） 
・無担保保険 
 １.６億円以内 
・特別小口保険 
 ２,５００万円以内 
・流動資産担保保険 
 ４億円以内（組合は８億円以内） 
＜填補率（年額）の引き上げ＞ 
・普通保険・・・・・・・・・・８０％ 
・その他の保険・・・・・・８０％ 
＜保険料率（年額）の引き下げ＞ 

・１００分の２以内において政令で 
 定めるもの 

  農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資  
 金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例 

 現 行  

＜対象者＞ 
・農業者、林業者、木材産 
 業事業者、沿岸漁業者 
・これらの組織する団体 
 
＜償還期間/据置期間＞ 
 １０年以内/３年以内 

＜対象者の拡大＞ （左記に追加） 
 中小企業者（農業者等が実施
する農業改良措置等を支援する
取組（農業経営に必要な施設の
整備等）） 
＜償還期間/据置期間の延長＞ 
 １２年以内/５年以内 

本法における特例 

 食品流通構造改善促進法の特例  

 現 行  

＜支援対象＞ 
 食品の流通の合理化・高度化を
図るために必要な資金について、食
品流通構造改善促進機構による債
務保証 

＜支援対象の拡大＞ 
 左の事業とは別に、農林漁業者と
食品の製造等を行う中小企業者が
連携した取組に必要な資金について、
同機構による債務保証 

本法における特例 

 株式会社日本政策金融公庫による低利融資  

      農商工等連携事業に必要な設備資金及び運転資金 
  

＜中小企業事業＞ 
・貸付利率  １.５５％（貸付期間１５年超～１６年以内）  

・貸付期間  設備資金２０年以内、運転資金７年以内 
＜国民生活事業＞ 
・貸付利率  ２．４０％（貸付期間１５年超～１６年以内）  

・貸付期間  設備資金２０年以内等、運転資金７年以内等 

      農林水産物の生産、流通、加工又は販売に必要な  
         共同利用施設の取得等 
＜農林水産事業＞ 
・貸付利率  １.４０％（貸付期間の指定なし） 
・貸付期間  設備資金２０年以内 

中小企業者 

農林漁業者 

※ 金利：平成２４年4月18日現在 

○ 農商工等連携促進法の支援措置 
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保険申込 
（短期融資） 

主務大臣又は 
都道府県知事 

海外現地 
金融機関 

外国通貨建融資 

認定 

保証(L/C) 

申請 

融資 
（海外投資の 
 ための資金） 

本邦 
金融機関 

信用保証協会 
（信用保険法の特例） 

保証（限度額の増額） 出資等 

②親子ローン等を通じた 
資金調達支援 

（保険限度額の増額） 

①現地子会社資金調達支援 
（L/C発行、保険付保） 

出資関係等 

外国関係法人・ 
海外支店 

保険 

保証申込 
（長期融資） 

海外展開に 
取り組む 
中小企業 

日
本
公
庫 

（日
本
公
庫
法
の
特
例
） 

リスクシェア 

日
本
貿
易
保
険 

（貿
易
保
険
法
の
特
例
） 

本邦 
金融機関 

 

認定を受けた計画に従って事業を行う中小企業者に対し、 
 
（１）日本政策金融公庫に債務保証業務を追加し、長期融資に関して信用状を発行すること及び日本 
 貿易保険の保険業務を拡充し、短期融資に付保することを通じ、中小企業の外国関係法人の海外 
 現地金融機関からの資金調達を支援する。   
 
（２）中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開を支援する。 

○ 海外展開に伴う資金調達支援(今回の改正に伴う支援措置の内容） 
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（参考）これまでの経過と今後のスケジュール 

  

・ 平成２４年６月２４日  「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のため 

                の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を 

                                     改正する法律（中小企業経営力強化支援法）」の成立 

                （新事業促進法、地域資源活用法、農商工連携法の改正） 

 

・ 平成２４年６月２７日  同法の公布 

 

・ 平成２４年７月２０日   「農商工等連携事業の促進に関する基本方針改正案」パブリ               

                ックコメント開始（～８月１８日）  

 

・ 平成２４年８月２４日  中小企業経営力強化支援法関係政令の公布    

 

・ 平成２４年８月２７日  同法、政令、省令、基本方針の施行 
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